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Ⅰ はじめに
◆23春闘の意義

・30年来の物価高騰から生活を守るための大幅賃上げを実現

・国公労連として重視する点

→広範な労働者・国民との共闘・連帯と、

それを実現するための国公労働者側からのアプローチ

→日常活動（要求書の提出･交渉や機関紙の発行・配布、職場集会など）の

実践と見える化

→「ひとり一行動」「全員参加型」の運動をつうじた組織拡大・強化
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Ⅱ 春闘をめぐる情勢の特徴
１、労働者・国民に背を向ける岸田政権

・内閣支持率の急落
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１、労働者・国民に背を向ける岸田政権

・憲法改悪、軍事大国化
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１、労働者・国民に背を向ける岸田政権

・財界・企業本位の総合経済対策

賃金が上がらないのは
労働者の質の低下が原因ではない！
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２、労働者・国民生活の実態と経済情勢

・格差の拡大と労働者・国民生活の実態
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２、労働者・国民生活の実態と経済情勢

・膨らみ続ける大企業の内部留保と富の集中
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２、労働者・国民生活の実態と経済情勢

・この状況を打開するには
労働者の賃上げこそが必要
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３、国公労働者の仕事と生活をめぐる状況と課題

・仕事や生活の実態に見合わない２２人事院勧告
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３、国公労働者の仕事と生活をめぐる状況と課題

・「給与制度のアップデート」が狙うもの

これまでの人事院の給与政策の基本
・総人件費抑制（給与カーブのフラット化）
・能力・実績主義の強化
・中央（省庁）優遇など格差温存 など

アップデート
→基本は変えずに細かい更新や修正をおこなう

アップグレード
→基本を見直し新しいものにする

10



３、独立行政法人等をめぐる状況と課題

・給与など国公労働者と同様の「人勧準拠」もしくはそれ以下の待遇
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国公労連独立行政法人等対策委員会 秋季年末闘争点検
1).人事院勧告と同じ支給月数での賃金改正
2).住居手当など国では支給されているものが無支給
3).人事異動に係る「移転料」が未だ定額支給
4).定年延長対策が未だ不明確
5).機材等の老朽化対応の遅れ（運営費交付金の減額等の影響）

国立病院機構（全医労）のストを見据えた取り組み

全医労では22年賃金改善等を議題に団体交渉を実施
1).3年間時給改定なし（非常勤看護助手）
2).中高年の賃金改定がない（55歳で昇給停止）
3).療養介護職俸給表もほぼ賃上げ幅が無い
4).職員の賃金も上がらない中、政府の大軍拡財源確保理由での前倒し国庫返納
5).人事評価制度への病院評価制度の導入

３月８日の交渉で改善がなければ、９日に全国全支部にてストを実施予定！
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３、独立行政法人等をめぐる状況と課題

大学・研究職の10年雇い止め問題

労働契約法第18条の改正「無期転換ルール」から10年が経過する
今年の3月末に、全国の大学や研究機関で4,000人近い研究者や非
常勤講師、職員が「雇止め」にされる危険にさらされている。

理化学研究所での雇止めに係る争議。
東海大学でのスト。

全労連主催の院内集会 2月13日(月)13:30～15:30
＊要事前登録
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３、独立行政法人等をめぐる状況と課題

政府の「国の防衛力強化に資する研究開発の仕組みの検討」

岸田首相は2022年10月20日に「国力としての防衛力を総合的に考え
る有識者会議」の中で、総合的な防衛体制を強化していくために、
我が国の持てる力を結集しなかればならないと発言」

防衛力強化に資する研究開発の仕組みの検討を文部科学省などに指示

これまで防衛省との技術交流の実績がある研究機関などでは軍事との
境界線が曖昧な研究などが対象として研究委託される恐れがある。

今後の動きに注視していくことが必要！



Ⅲ 課題毎のとりくみ方針
１、すべての労働者の賃上げで景気回復をめざす国民春闘のとりくみ

・文字どおり官民一体となった春闘の重要性

→「ふたつの責任、ひとつの任務」の実践
①労働組合として組合員とその家族の生活や権利をまもる責任
②国公労働者として国民本位の行財政・司法をすすめる責任

③その責任を果たすために広範な労働者・国民との協力・共同を発展させる任務

（1）すべてのブロック・県国公における春闘討論集会の開催

◆春闘方針の意思統一と対話・情報交換

（2）官民一体となった具体的なとりくみ
◆ビクトリーマップ
◆街頭宣伝
◆「社会的な賃金闘争」（最賃、公契約、中小企業支援）
◆「公務員労働者の大幅賃上げを求めるキャンペーン」→国公労働者自らが「公務員賃金上げろ」の声を
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（3）人事院勧告にむけて
◆労働基本権の全面回復をめざす運動と、賃金闘争（人勧の限界を克服）のあり方検討
◆「給与制度のアップデート」に対峙するための理論構成・職場議論

（4）諸手当の改善
◆物価・燃料価格に伴う各種手当の改善 →寒冷地、扶養、住居、通勤などを重点に
◆地域手当による地域間格差の解消 →PT報告の学習、地方議会への要請・懇談、最賃運動への結集

（5）非常勤職員の給与改善・国家公務員の男女間賃金格差解消
◆給与法改定に伴う賃金改善部分の遡及適用を追及
◆男女間の賃金格差について十分な情報公開や格差解消に向けた実効ある措置の実現

（6）国公労働者の要求をもった全労連「地域総行動」への結集
◆最賃法改正と中小企業支援強化を求めるとりくみ →賃金の地域間格差解消
◆2月4日「ローカルビッグアクション」 →賃上げ実現や生活・地域・公共を守れの要求
◆地域総行動 →公務・公共サービスの拡充を求める要請など

（7）23国民春闘のヤマ場におけるとりくみ
◆3月2日、「低賃金と物価高騰から生活守る 賃金上げろ！全国最低賃金実現！中央大集会」
◆集中回答日～3月8日、全国統一行動～3月9日（民間春闘の支援）
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２、公務労働者の労働条件改善をめざすたたかい

・賃上げ要求→「月額２万５千円、時間給２５０円以上」
※統一要求は職場討議を経て、1月13日の中央闘争委員会で確定

・「今すぐ賃上げが必要」は一致した世論
◆連合「ベア3％、定昇込みの賃上げ5％程度」 →95年以来の水準
◆財界の政策提言「『公務員の給与は民間に合わせる』という従来の発想を大きく変え、
『公務員を含めた公共部門の雇用者が、豊かな生活を送るために必要な給与水準を目指す』

という考え方に移らなければならない」
◆岸田首相「（23年春闘に関し）物価上昇を特に重視すべき要素として掲げ、
これに負けない対応を労使の皆さんには強くお願いする」

（1）要求実現をめざす具体的なとりくみ
◆政府・人事院の中間回答日～3月8日、最終回答日～3月22日
◆ブロック国公交渉担当者会議～2月中旬頃
◆第1波全国統一行動週間～2月6日の週 →統一要求書の提出完遂、3月3日までに上申を勝ちとる
◆第2波全国統一行動日～3月9日 →職場集会の開催・要求決議の送付
◆全労連・国民春闘共闘「中央大集会」～3月2日 →翌日の議員要請ともあわせぜひ上京を！
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（2）定年の段階的引き上げへの対応
◆定年延長で定員と級別定数は…
・定員の取扱い

・級別定数
昇格候補者数、転出入・退職者数、級別定数の空きをもとに必要数を措置

◆政府・人事院、各省当局への追及強化
①高齢期職員への情報提供
②高齢期職員の職務内容と人事評価
③特例定員の確保と級別定数の確保（昇格水準の維持）
④2024年度以降の新規採用者確保
⑤就労困難職種における柔軟な運用
⑥高齢期職員の健康確保

◆事態の変化に対応した交渉配置、能力・実績主義強化の動向の監視・追及など
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2023年度
4月1日 4月1日 3月31日 4月1日 3月31日 4月1日 3月31日 4月1日 3月31日 4月1日 3月31日 4月1日 3月31日

前年度定員① 10000 10000 10000 10000 10000 10000
定員削減数② 0 0 0 0 0 0
年度当初定員③ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
年度当初実人員④（前年度⑫） 9700 9750 9700
定年退職者数⑤ 600 500 600
定年前職員⑥（①－⑤、定年退職なし年度は④） 9400 9700 9500 9750 9400 9700
2年度分採用予定者数⑦（③－⑥） 600 500 600
当該年度新規採用者⑧（⑦÷2） 300 300 250 250 300 300
定年前職員⑨（⑥+⑧） 9700 10000 9750 10000 9700 10000
年度当初実人員⑩（⑤+⑨） 10300 10000 10250 10000 10300 10000
必要な特例定員数⑪（⑩－③）or過員？ 300 0 250 0 300 0
特例定員解消分⑪ 300 250 300
年度末実人員⑫ 9700 10000 9750 10000 9700 10000

年度

特例定員シミュレーション
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度



（3）再任用職員の処遇改善
◆常勤職員との不合理な格差解消を政府・人事院に要求
①俸給水準の大幅引き上げ
②期末・勤勉手当の支給月数改善
③住居手当や扶養手当など生活関連手当の支給
④宿舎の貸与
⑤年次有給休暇の繰り越し

◆現在とりくみ中の「再任用職員の賃金・権利労働条件改善を求める署名」はすべての職員を対象に

（4）長時間労働の是正
◆「客観的な勤務時間管理」の実現と適正化
◆超過勤務の大幅縮減、不払い残業の解消、健康確保にむけた追及

（5）公務における「働き方改革」への対応
◆勤務時間の柔軟化については反対の姿勢
◆人事院の最終報告（テレワーク、勤務間インターバル、勤務時間の柔軟化など）にむけた職場議論推進
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（6）人事評価制度の運用改善
◆22年10月、人事評価制度の一部改正
①評語区分の細分化
②評価補助者の活用範囲の拡大
③評価結果の任用・給与への活用のあり方 など

◆能力・実績主義の強化・恣意的運用をおこなわせないための監視、問題意識醸成にむけた職場学習の強化

（7）労働条件・職場環境改善のための予算確保
◆赴任旅費支給の運用改善 →11月29日財務省交渉を実施（国公労連速報№3674）するも不十分な回答
◆エネルギー価格の高騰に対応した庁舎管理費（光熱費）の予算確保
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３、非常勤職員の労働条件改善、雇用の安定をめざすとりくみ

・正規職員と非正規職員の不合理な格差解消が官民問わず求められている

・この間のとりくみで改善された部分は多いが、まだまだ不十分
◆３年公募の廃止による雇用の安定
◆賃金水準改善・諸手当の適用による賃金格差の解消
◆無給の病気休暇などの休暇制度 等々

（1）要求実現をめざす具体的なとりくみ
①「非常勤職員制度の抜本改善を求める重点要求書」の提出・交渉
②「正規職員との格差解消キャンペーン」

→非常勤組合員集会（12月10日）での議論をふまえた運動の具体化
③全労連公務部会「非正規公務員のオンライン学習交流集会」（2月25日）
④非常勤職員の雇い止めやハラスメント問題への対応 →相談活動と管理者への追及
⑤大学・研究機関などにおける有期雇用労働者の10年雇い止め問題の情報交換や支援
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４、国民本位の行財政・司法確立にむけたとりくみ

・全労連「生活圏での公共を取り戻す」運動への結集
運動を進めるうえでのポイントは
①国民の共有財産（common）としての公務・公共の社会的価値
②エッセンシャルワークとしての公務・公共の社会的役割

・「外へ打って出る」とりくみの強化と横のつながりを作る地域での産別運動

（1）「公務・公共サービス拡充を求める請願署名のとりくみ
①リーフレットを活用して、単組の請願署名と一体で推進
②前年を上回る署名目標の設定と、すべての職員、民間労働者や広範な国民への働きかけ
③地元選出国会議員（事務所）への要請・懇談
④地方議会での意見書採択をめざして、首長や地方議会議員、経営者団体など地域への働きかけ
⑤国公労連「議員会館一斉要請行動」～３月３日 →前日の「中央大集会」から引き続き参加を

（2）いのち・くらしをまもる行政体制拡充に向けた運動
①「地域総行動月間」や国会請願署名などを通じた外への働きかけ
②ブロック・県国公での街頭宣伝や行政相談活動など国民に訴えるとりくみ

（3）行財政・司法の民主化にむけたとりくみ
①デジタル改革・規制改革・行政改革の本質を顕在化させるとりくみ
②県労連などによる行政機関あて要請・懇談の実現に向けた調整など
③行政研究活動
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５、公務員の権利と公務労働者の雇用を守るとりくみ

（1）労働基本権の学習強化
（全労連調査より）

◆若い年代はともかく、
40歳代以上でも学習が不十分

◆国公労連が作成する学習資料、
全労連の学習シンポジウム動画、
季刊誌KOKKO第50号などを活用した学習の推進を

（2）「公正で民主的な公務員制度の確立を求める要求書」の提出と当局追及

（3）「告発フォーム」の活用

（4）公務労働者の雇用を守るとりくみ
①社会保険庁職員の不当解雇撤回と名誉回復
②全国税・原口さんの分限免職撤回
③国公一般・国立ハンセン病資料館分会不当解雇撤回

労働基本権について労働組合で学習したことがありますか

覚えていない
学習したことがある

学習したことはない
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６、憲法を守り、国民本位の政治への転換を

・憲法や政治のあり方は国家公務員労働者の仕事や生活に直結する課題

（1）改憲策動を許さず憲法が生きる社会をめざして
①「職場で憲法を語る」運動の推進
②９の日宣伝、5･3憲法集会などへの結集

（2）戦争のない平和な社会をめざすとりくみ
①3･1ビキニデー、国民平和大行進への結集
②沖縄米軍基地撤去をめざす各種行動や国公労連「沖縄支援・連帯行動」（5月21～23日）への結集
③風水害被害による被災地支援、原発再稼働反対など原発ゼロをめざすとりくみへの参加

（3）社会保障制度改革にむけたとりくみ
①憲法25条に基づく社会保障拡充と格差解消を求める運動への結集
②安心できる年金と雇用の実現
③「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守る国会請願署名」
④軍事費2倍化反対など税金の使い方を是正するとりくみ

（4）民主的行政の確立をめざすとりくみ
①行政の私物化を許さず、政治の民主的転換実現
②「政治的無関心」に陥らないための学習強化、国民としての権利行使
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Ⅳ 組織強化・拡大に向けて
・全労連は「要求前進で仲間を増やす」から「仲間を増やして要求前進」へ

・めざすのは「全員参加型」の運動スタイル
◆一人ひとりの「資源」を活かす、「対話」と「共感」
◆全員参加型の運動は、これまでの運動の延長線上にある

１、「組織強化拡大3か年計画」2年目のとりくみ

（1）23春闘期に多くの仲間を迎え入れる
◆組織強化・拡大は春闘期の最重要課題と位置づけ →「減らさず増やす」を合い言葉目標設定
◆一方的でなく「対話」を意識した職場集会や学習会
◆職場で働くすべての仲間を視野に入れた拡大と労働組合運動の「見える化」を推進
◆各単組本部が提起する目標の達成にむけた奮闘

（2）春の組織強化拡大月間のとりくみ
◆新規採用者に対する声かけと加入勧奨の徹底
◆ブロック・県国公、職場組織などでの「仲間作り講座」の開催
◆小規模単組対策・大都市対策などの推進
◆ブロック・県国公の体制強化
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２、次世代育成・女性運動の強化、ジェンダー平等の実現

（1）青年による労働組合運動の活性化
①国公青年交流集会2022“Connect”の成功を起点にした、つながりづくりや運動への参加
②「春の国公青年セミナー2023」（2月25日）への参加者送り出し

（2）女性のとりくみ
①「春の全国女性代表者会議」（2月18日）への参加者送り出し
②「第52回国公女性交流集会」（6月17日～18日：越後湯沢）の成功にむけた準備

（3）ジェンダー平等実現をめざすとりくみ
①ジェンダー平等推進チームの設置と「国公労連ジェンダー平等宣言（案）」の起案

３、国公共済会加入拡大促進

（1）組合員拡大と国公共済会加入者拡大を一体で推進

（2）すべての機関で60％加入をめざして
①各級機関での目標設定と学習・宣伝、青年層を重視した加入勧奨
②機関役員全員加入と、「増やす人を増やす」ための「5分間学習運動」
③ワンコイン共済プレゼントとクオカードプレゼントを活用した対話の推進
④講師団を活用した学習会の開催と、「加入拡大推進会議」（2月23日）への参加 25



４、学習・教育、宣伝活動などのとりくみ

・労働組合運動の「見える化」をすすめるうえで極めて重要

→世代交代も見据えながら、若い仲間の参加を意識しながらすすめることが重要

（1）春闘宣伝物の活用

（2）教宣レベルアップ講座配信（３月下旬）

（3）国公労連ホームページのリニューアル

（4）国公労連第36回労働学校（5～7月）

（5）「わくわく講座」「勤労者通信大学」の受講促進

26



５、たたかいの展望

こうしたたたかいに学ぶことが重要！

27



６、おわりに

28
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